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口   上   書  

在 中 華 人 民 共 和 国 日 本 国 大 使 館 は 、 中 華 人民 共和 国 外交 部

に 敬 意を 表 する と とも に、 １ ９８ ４年 ３月 １ ７日 付 けの 中国

残 留 日本 人 孤児 問 題に 関す る 外交 部発 口上 書 （ 84） 部 領 四 字

第 ３ ４ 号 の 受 領 を 確 認 し 、 日 中間 の中 国残 留 日本 人 孤児 問題

の 解 決に 関 する 協 議の 結論 は 、右 口上 書の 別 添の 文 書に 記さ

れ て いる と おり で あっ て、 こ の口 上書 の日 付 の日 よ り実 施さ

れ る べき で ある 旨 日本 国政 府 に代 わっ て確 認 する 光 栄を 有す

る 。  

在 中 華 人 民 共 和 国 日 本 国 大 使 館 は 、以 上 を申 し進 め るに 際

し 、 ここ に 重ね て 中華 人民 共 和国 外交 部に 向 かっ て 敬意 を表

す る 。  



中国残留日 本人孤 児問題 の解決に 関する協議 の結論  

 中 日 両 国 政 府 は 、 中 日 友 好 と 人 道 主 義の 立 場に 基 づき 、か

つ 、双 方 の関係法 令の規 定に従っ て、中国 残留日本 人孤児（以

下「孤児」という 。）問 題 を解 決す ることに関 し、以 下のとお

り の 協議の 結論に 到達し た。  

１ ．  中 国 政 府 は 、孤 児 の 訪 日 肉 親 捜 し 等に対し、引 き続き 協  

力 す る 。 日 本 政 府 は 、 孤 児 の 日 本 国へ の 永住 に より 生ず

る家庭問題 を責任 をもつ て適切に 解決する。  

２ ．  中 国 政 府 は 、孤 児 で あ る と 確 認 さ れた者に対 し、今後 と  

も 引 き 続 き グ ル ー プ 毎 に 訪 日 親 族 捜し を 行う こ とが 出来

るよ う 協力 す る。 中 日双 方 は、 各 年度 の 親族 捜 しの 計画

について、 外交経 路を通 じて協議 し及び決定 する。  

３ ．  新 た な 家 族 離 別 の 問 題 の 発 生 を回 避するため 、孤児 であ

つて親族捜 しのた め訪日 する者及 び里帰りす る者は 、等

しく期限ど おりに 中国へ 戻るべき である。  

   孤 児 で あ っ て 、 里 帰 り の た め 訪 日 し た 後、 日 本国 に永

住す る こと を 希望 する に 至っ た 者 は、 先 ず一 旦 中国 に戻

り、 中 国に お ける 家庭 の 問題 を 適 切に 処 理し た 後に 初め

て日本国へ の永住 のため の手続を 行うべきで ある。  

   里 帰 り の た め 訪 日 し た 孤 児 が 、 中 国 へ 戻る こ とを 望ま

ない 場 合に は 、日 本政 府 は、 そ の 孤児 が 家庭 問 題を 解決

するため、 一旦中 国へ戻 るよう必 要な措置を とる。  



   日 本 政 府 は 、 孤 児 が 依 然 と し て 中 国 へ 戻る こ とを 望ま

ない 場 合に は 、中 国の 家 族が 家 庭 問題 の 解決 の ため 訪日

する こ とに 同 意し 、訪 日 する た め の査 証 を発 給 し、 往復

旅費 及 び日 本 滞在 中の 生 活費 用 の 問題 を 責任 を もつ て解

決す る 。日 本 滞在 中の 孤 児の 家 族 の人 身 の安 全 は保 障さ

れる。  

   孤 児 の 中 国 に お け る 家 族 が 訪 日 す る こ とを 希 望し ない

場合 、 又は 、 訪日 によ つ ても 家 庭 問題 を 解決 で きな い場

合、 孤 児は 、 その 家族 が 必要 と す る生 活 費用 を 支払 う。

生活 費 用の 支 払い の原 則 は、 本 協 議の 結 論の ５ ．に 述べ

られている とおり とする 。  

４ ．  日 本 政 府 は 、孤 児 が 自 ら 日 本 国 に 永住するこ とを希 望す

る場合には、その 在日 親族の 有無 にかかわら ず、これを

受入れる 。この ため 、日本 政府は 、毎年 外交経路 を通じ

て中国政府 に対し 受入れ 実施計画 を提出し 、双方の 協議

により同計 画を確 定した 後に、実 施に移す 。双方 は、す

で に 訪 日 親 族 捜 し を し た が 親 族 が 判 明 し な か つ た 孤 児

を優先させ ること に同意 する。  

日 本 政 府 は 、孤 児 の 養 父 母 、配 偶 者、子 女及びそ の他

孤児の扶養 を受け る者が 、孤児と 共に日本国 に永住 する

ことを希望 する場 合には、そ の希 望を受入れ、孤児と共

に訪日でき るため の査証 を発給す る。  



 日 本 政 府 は 、法 律 上 、孤 児 に 同 伴 し て日本 国に永 住し

た中国籍の 家族に 対し、正当な権 利を保護す るとと もに 、

日本におけ る生活 、就業 、学 習等の 面で便宜を 提供す る 。 

孤 児 の 日 本 に お け る 中 国 籍 の 家 族 の 正 当 な 権 利 に 関

し、問題が生 じた 場合 には、在日 本国中華人 民共和 国大

使館より日 本国外 務省ア ジア局に 提起し、日本政府 が責

任をもつて これを 解決す る。  

５ ．  孤 児 は 、日 本 国 に 永 住 す る 前 に 、家庭問題を 適切に 処理

しなければ ならな い。日 本国に永 住するすべ ての孤 児は 、

訪日に同伴 しない 養父母、配 偶者 、子女及びそ の他孤児

の扶養を受 ける者 に対し、扶 養・養育の義務 を有し てい

る。  

   日 本 国 に 永 住 し た 孤 児 が 負 担 す べ き 養 父母 、 配偶 者、

子女 及 びそ の 他孤 児の 扶 養を 受 け る者 が 必要 と する 生活

費用 の ２分 の １は 、日 本 政府 が 援 助す る 。日 本 政府 が孤

児に 対 し低 利 貸付 けを 提 供す る 必 要が あ る場 合 には 、そ

の金 額 は、 孤 児の 家族 が 必要 と す る生 活 費用 の ３分 の１

を超えない 。  

   日 本 政 府 は 、 日 中 国 交 正 常 化 以 降 す で に日 本 国に 永住

した 孤 児（ 日 本国 に里 帰 りし た ま ま中 国 に戻 ら ない 者も

含む。）に関し 、中国に 居住す るそ の家族が必 要とす る生

活費 用 の問 題 につ いて は 、上 記 の 趣旨 を 考慮 し て責 任を



もつて解決 する。  

   孤 児 の 中 国 に お け る 家 族 が 必 要 と す る 生活 費 用の 標準

額、 支 払期 間 、支 払い 方 法等 の 問 題に つ いて は 、双 方が

別途協議す る。  

６ ．  双 方 は 、今 後 一 定 期 間 内 、上 記 １ ．から５ ．で 述べた方

法 に よ り 孤 児 問 題 に 関 す る 協 力 を 促 進 す る こ と に つ き

同意した 。本協議 の結論 の内容に 関連して生 ずる問 題に

ついては、外 交経 路を 通じて 協議 の上解決す る。必要が

あれば、中日 いず れの 側も、この 協議の結論 を確認 する

口上書の交 換の日 から 1 年 を 経 た 後 の 何 時 で も 、上 記 １ ．

か ら ５．の内容を 再検討 すること を提議する ことが でき

る。  


